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企業向け地震補償プランのご案内
（地震危険補償特約）

１ 火災保険に加入しているだけでは地震または噴火による損害は補償されません。
（地震火災費用保険金で補償される一部費用を除き、地震による火災損害も補償されません。）

２ 地震危険補償特約をセットすることで、地震または噴火による火災、損壊、水災
（津波等）などの損害が補償されます。

建築基準法の耐震基準を満たす建物、屋外設備・装置およびそれらに

収容される設備・什器、商品

※昭和45年以前に建築された物件については、一部お引受けできない地域があります。

詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

(1)地震・噴火火災（地震または噴火後に発生した火災による焼損）

(2)地震・噴火損壊（地震または噴火による建物・収容動産等の破損）

(3)地震・噴火埋没（地震または噴火による土地の液状化等により受けた損害）

(4)地震・噴火破裂（地震または噴火による破裂で火災に至らないもの）

(5)地震・噴火爆発（地震または噴火による爆発で火災に至らないもの）

(6)地震・噴火水災（地震または噴火後の津波、河川による氾濫等の損害）

上記『保険金をお支払いする場合』（1）～（6）以外の損害、ご契約者また
は被保険者（補償を受けられる方）の故意もしくは重大な過失または法
令違反 など
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支払限度額
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損害額より自己負担額を控除
した額を支払限度額の範囲内
で実損払いします。

お支払いする保険金

※ただし、支払限度額の範囲内

損害額－自己負担額

※主契約（火災保険）に付保割合条件付実損払特約をセットしたご契約など、付保割合を設定しているご契約のお支払方法
については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

２つの契約方式

保険金をお支払いしない主な場合

保険金をお支払いする場合

地震危険補償の対象



〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1

＜連絡先＞https://www.sompo-japan.co.jp/contact/

SOMPOグループの一員です。

過去に発生している主な大地震

★企業向け地震補償プランは、地震危険補償特約（縮小支払）または地震危険補償特約（支払限度額方式）をセットした火災保険の商品名です。こ
れらの特約のみではご契約いただけません。必ず火災保険に加入する必要があります。
★ご契約に際しては本チラシでご案内している地震危険補償特約の保険料（地震特約保険料）に加え、火災保険保険料が別途必要となります。
★本チラシは主契約（火災保険）の保険の対象（ご契約の対象）の価額と保険金額が同額であることを前提に作成しています。
●このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。また、ご契約前に
は必ず「重要事項等説明書」および「普通保険約款・特約」をご覧ください。
●ご契約者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は、その方にもこのチラシに記載された内容をお伝えください。
●保険料をお支払いいただきますと、損保ジャパン所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。
●保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約締結後１か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせくだ
さい。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約
の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパン
と直接契約されたものとなります。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して、保険料の領収、保険証券の発
行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任
を負います。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに
基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるこ
とがあります。火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人（引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が２０名以下である
法人をいいます。）またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約につ
いては、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は全
額）が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
●個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行う
ために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）につきましては、
保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-
japan.co.jp/）に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。

プログレス株式会社

広島市西区楠木町１丁目９－３

TEL:082-294-7121 FAX:082-294-7122

ホームページ：https://www.chuo-sgs.com

お問い合わせ先
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tel:082-294-7121

